
１．届出方法(届出が必要となる変更事由および必要書類) 

※必ず各サービス「変更届提出書類一覧」（ホームページ参照）で確認してください。 

 ※郵送の場合には、必ず変更届連絡票と返信用封筒を添付してください。 

添付する返信用封筒は、定型封筒(幅９０㎜～120㎜×長さ１４０㎜～235㎜)で、

返信先を必ず明記し切手を貼ってください。 

２．変更事務の流れ 

運営規程の変更

あ り な し

運営規程を改正し施行日を附則の最

後尾に追記。事業所に備え付け。

変更届提出書類一覧(ｻｰﾋﾞｽ毎)で届出方法、必要書類を確認

郵送 来庁

補正 補正

あり なし

受付票を返送

届出完了

補正書を返送

再度郵送手続

あり なし

直接指示 届出完了

変更事由の発生

変変更更届届・・必必要要書書類類提提出出方方法法


